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所作台 １台 320 １台 510
花道用所作台 １台 320 １台 100
化粧かまち １台 210 １台 410
平台 １台 150 １台 510
開足 １台 50 １台 510
箱足 １台 50 １台 100
指揮台及び指揮者用譜面台 １組 320 １台 260
演奏用譜面台 １台 50 １台 410
ｺﾝﾄﾗﾊﾞｽ用椅子 １脚 50 １台 210
上敷 １枚 210 １台 1,100
緋毛せん １枚 320 １式 2,750
地がすり １枚 1,100 １台 550
長座布団 １枚 100 １台 550
金屏風 １双 870 １台 550
松羽目 １枚 1,100 １式 2,750
開丁場 １台 550 １本 550
花道鳥屋囲及び花道揚幕 １式 1,100 １本 320
ひな段けこみ １式 320 １本 320
めくり台 １台 210 １台 550
演台・花台 １式 1,100 １組 1,100
振り落し装置 １式 550 １組 320
雪かご １個 100 １台 50
司会台 １台 550 １台 100
紗幕 １枚 1,100 １台 550
浅黄幕 １枚 1,100 １台 550
紅白幕 １枚 1,100 １台 210
大太鼓 １台 1,100 １台 3,300
反響板（ﾗｲﾄ付） １式 11,000 １式 1,100
ｽｸﾘｰﾝ １式 2,200 １式 550
木台 １台 50 １台 1,590
第一ﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄ １列 1,100 １台 520
ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝﾗｲﾄ １台 260 １台 550
第二ﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄ １列 1,100 １台 520
ﾌｯﾄﾗｲﾄ １列 1,100 １台 200
花道ﾌｯﾄﾗｲﾄ １列 870 １台 1,590
ｱｯﾊﾟｰﾎﾘｿﾞﾝﾄﾗｲﾄ １列 2,200 １台 1,100
ﾛｱｰﾎﾘｿﾞﾝﾄﾗｲﾄ １列 1,100 １台 520
ﾄｰﾒﾝﾀﾙﾗｲﾄ １台 260 １台 550
ﾀﾜｰﾗｲﾄ １台 260 １台 200
ﾌﾛﾝﾄｻｲﾄﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ １台 260 １台 4,400
ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ １台 260 １台 1,250
ｾﾝﾀｰﾌｫﾛｰｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ １台 2,200 500ﾜｯﾄ以下 １台 210
ｽﾃｰｼﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ １台 260 501ﾜｯﾄ以上
ｽﾃｰｼﾞｽﾀﾝﾄﾞ １本 100 1ｷﾛﾜｯﾄ未満
ｴﾘｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ １台 420 1ｷﾛﾜｯﾄ以上 １台 430
500ﾜｯﾄｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ １台 150 １脚 30
ﾐﾗｰﾎﾞｰﾙ １台 630 １脚 50
ﾋﾟｱﾉﾗｲﾄ １台 100 ２台 1,100
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持込電気器具 １台 260

ﾏｼｰﾝｽﾎﾟｯﾄ
ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄﾚﾝｽﾞ
ﾃﾞｨｽｸﾏｼｰﾝ
ｽﾄﾛﾎﾞ
ｵｰﾛﾗﾏｼｰﾝ
平置ﾍﾞｰｽ
ﾊﾟｰﾗｲﾄ
芯なしﾏｼｰﾝ
ｺﾞﾎﾞﾛｰﾃｰﾀｰ
ｽﾓｰｸﾏｼｰﾝ
拡声装置
ﾚｺｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾔｰ
ｵｰﾌﾟﾝﾃｰﾌﾟﾚｺｰﾀﾞｰ
ｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟﾚｺｰﾀﾞｰ
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾏｲｸ装置
ｺﾝﾃﾞﾝｻｰﾏｲｸ
ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸ
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ
ｻﾌﾞﾐｷｻｰ卓
ｽﾃｰｼﾞｽﾋﾟｰｶｰ
ﾊﾈ返りｽﾋﾟｰｶｰ
ﾏｲｸﾛﾎﾝｽﾀﾝﾄﾞ

ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
液晶ﾋﾞｼﾞｮﾝ
VHS型ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷ
液晶ﾃﾚﾋﾞ

ﾏｲｸﾌﾞｰﾑｽﾀﾝﾄﾞ
MDﾌﾟﾚｲﾔｰ
CDﾌﾟﾚｲﾔｰ
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙMD･CDﾌﾟﾚｲﾔｰ
16mm映写機（固定式）

折りたたみ机
ｼｬﾜｰ（男・女）

筑紫野市文化会館 付属設備使用料一覧表
（単位：円、消費税等込）

器具等名

29ｲﾝﾁ ﾓﾆﾀｰﾃﾚﾋﾞ
14ｲﾝﾁ ﾓﾆﾀｰﾃﾚﾋﾞ
ﾌﾙｺﾝｻｰﾄｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾟｱﾉ（YAMAHA CF）
ｾﾐｺﾝｻｰﾄｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾟｱﾉ（YAMAHA C5）

折りたたみ椅子

ﾋﾞﾃﾞｵ内蔵型ﾃﾚﾋﾞ
移動用ｽｸﾘｰﾝ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ（大）
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ（中）
DVDﾌﾟﾚｲﾔｰ

16mm映写機（移動式）

  ５  使用料について、10円未満の端数は切り捨てるものとします。

  １  各使用料は、9時から12時まで、13時から17時まで又は18時から22時までをそれぞれ1回とした使用料とします。

  ２  9時から17時まで又は13時から22時までの使用料については、それぞれ前項の1回とした使用料の2倍、9時から

    22時までの使用料については前項の1回とした使用料の3倍とします。

  ３  利用時間を超過した場合は、超過時間1時間につき本表に定める使用料の100分の30を加算した額とします。

  ４  超過利用時間について、端数30分以上は1時間として計算します。

令和元年１０月１日改定


